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'■!
 

.

.

.

.

.

.

. 

.
1 

. 

.

を

支

持

す

る

こ

と

能

：は
，す

と

雖

も

此

時

代

の

諸

國
e>

法
規
中
、此

問

題

の

存

在

し

た
る

こ

と
を 

說
す
可
令
も
の
な

S

が
故
に
興
起
原
は
尙
ほ
後
代
な
ら
ざ
る
可
か
ら
す
ビ
て
彼
は
之
を
伊
太 

利

諸

共

和

國

の

對

立

時

代

：.即
ぢ
.
商
業
的
競
银
時
代
に
在

b

と
斷
定
し
當
時
ビ
ザ
、ゼ
ノ
ァ
、グ工 

一
一
ー
ス
等
賭
市の

：：

勢
力
：は
一
に
其
.商

業

に

因

り

て

維

持

せ

ら

れ

た

る

も

の

な

る

を

以

て

其

商 

業
の
襃
颓
は
自
ら
國
家
の
，衰
頹
を
意
味
：せ
ざ
る
を
得
す
、之
を
以
て
是
等
の
諸
市
の
間
に
は
戰
ノ 

¥

絕
.
ゆ
：る
暇
な
く

 

2

に
敵
：の
商
業
を
絕
滅
す
る
乙
ヒ
を
以
て
其
唯
一
の
目
的

e

爲
し
た
り
し 

が
是
等

0

戰
爭
に
於
：

.て：弱，國

P
 

貨
物
を
自
ら
保
護
す
る
乙
ミ
能
は 

ざ
へ
る
に
鑑
み
之
を
中
立
船

.舶「

に
；搭

載

し

て

安

：全
に
®

送
す
る

©

手
段
に
.依V

其
商
業
の
一
部 

を
救
濟
：せ
ん
こ
ビ
を
企

®

す
る
に

f

た
る

V

同
時
に
敵
國
は
對
手
國
の
此
新
手
段
に
應
ず

る
為
め
に
乳
ニ
切
の
努
力

.を
盡
さ

：

ん
ど
す
.る
の
結
果
’其
.
目
.的

を

達

す

可

き

®

一
 

の
手
段
と
し 

て
對
手

_

の
貨
物
を

#

^

す
る
爲
め
に
進
：で
中
立
國
船
舶
を

.搜
索
せ
ざ
る
を
得

t

是
れ
本
間 

題
の
自
ら
生
じ

た

る
^
以

^

ぅ
ビ
說
明
し

*

り
。

(

訪
6

然
れ
ど
も
對
丰
國
の
貨
物
を
發

見
す 

，る
.爲
め

に
中
立
國
船
舶
を
搜

_索
す

.る
の

«

例
を

^

じ

た

る

最

初

の

時

期

.を
走
む
る
は 

feuille:

自
身
も
之
を
.：不
：可
能
.と
..す
：る
/
%

.な

.む
。

c
s
A
l 

Histoire 

d
u

 m
a
r
i
t
i
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lo
rt
,

,
:今

：日

；よ

6

考
證
し
得
べ
き
：限
り
に
：於
：

て」

此
慣
例

0
存
在
を
精
極
的
に
證
す
る
最
初
の
記
錄 

「

は「

有
名
な
る

c
i
o
l
a
t
o

 

del 

m
a
r
e

に
外
な
ら

す
。

S
九〕

而
し
て
此
海
上

法
規
全
集
は

十
九
世 

紀
中
に
於
.け

る

海
上
法
の
大

家
た

る

P
a
r
d
e
s
s
u
s

の
諫
に
勝
れ
ば
早
く
も
十
三
世
紀
の
終
&
遲 

く
も
十
四

-l
b

紀

の
今
ば
に
出
版

せ
ら
れ
た

る
も
の
な

ら

W

云
.ふ

S
雖
も
該
全
集
に
記
す

る

所 

は
&
よ
 

> 之
に
依

て
新
規
な
る

‘慣
例

を

創
設
し

た
る
に

非
ず

し
て

其
編
纂
の
時
代
よ
な
尙
ほ 

逾

I

J/
:
:f
の
時
代
以

後
存
在
し
た
る
も
の
を

集
錄

し
た
る
に
外
な
ら
ざ
る
が

故
に
中
立
船
內 

の(

敵
國
貨

物
搜
索
の
惯

■例〗

が

oonsoiato 

del 

m
a
r
e

の

出
版
せ
ら
れ
た
る
十
三
四
世
.紀
頃
よ
ぅ 

も
：以

•

に
亦
し
た
る

こ

と

は
之
を
推
：知
す
る
，を

得

べ

し

W

雖
も
其
起
源
は
今
に
於
て
之
を
確

.

.靖十コ

-

4

.

(
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C
;
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:
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內

の
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敵
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敵

船

內
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中

立
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.

oonnolata del.

日pre.

.が
中

.他
紀
.顷地
屮
梅
沿
：

^

Ir
陸
'1;
.ズ

r

は
れ

f

る
衫

>
; 
0 

• ,H, 

P
讲
す
石
献 

q
技
岬
の
八
ヒ
良

U

し
て
初
め
て
西
迸
牙

Barcelona

It
て
出
版
せ
ら
れ
ド

o 

5

S
 

deconsolat (

傾
雄

,
0
川
 

s 
J 

 ̂

C
依

<
呼
：
x

n現
に

E

ia
0
B
i
b
l
i
o
t
h
^
u
e 

NationaTe

に
其
原
本
を
藏
す
る

こ

W

余
が

_

|:
三 

;•
田學

#'
_

誌昨

，
¥
十
片
賊

「

和
蘭
談
送
船
問
_
.
ミ
取
艦
談
送
の
铤

s

(

一)

中
に
略
記
し

/:
る
所

灯

i

:

紀
v

o

i

o

g

o 

del m
a
r
e

に
記
す
る
所
を
見
る
に
中
立
船
內
.の
敵
國
貨
.物
は
拿

«

サ
ら
る

a

 

も
の
に

.し
マ
該
中
立
船

0:
»
"長
ば
；变
：戰
國
ニ

:'
方
の
：堪
艦

‘に
依
.て
訊

內
に
交
‘戰
國
他
方
に
鹛
す
る
貨
物
を
搭
載
せ
る
ゃ
否
ゃ
を
確

 

之
を
搭
載
す
る

ビ

$
 

は
該
货
骤
を
引
渡
す
爲
.め
に
苹
艦

0
.引
致
す
る
蹲
に
隨
航

せ

ざ

る
可
か
ら
す
。

苦
し
之
に
應 

资
ざ
る

.：場
合

.は
跟
艦

«
讀
船
，を
_

沈
す
る
の
權
利
を
有
す
可
し
。

:.
中
立
船
は
右
敵
國
貨
物
を 

引
度
'し
た
る
後
他
の
無

W

な
る
貨
物
ビ
典
に
解
放
せ
ら
れ
.且
つ
拿
補
貨
物
の
運
賃
を
支
拂
は 

る
、
も
の
ビ
す
。

即
ち
同
：書
第

H

H
七
十
六
節
に
.规
定
す
る
所
左
の
如
し

0

:
: 

ン
海
：上
航
行
中
の
軍

.濫

.^>
商
船

;̂
_出

會

、し
^

る
ど
き

：
':
:
該
船
は
中
立
國
に

M
す
ビ
雖
も 

ン
»
船
內
に
敵
に

.樹
す
：を

:

货
物
を
搭
載
：す
る
場
合
、軍
艦
指
揮
官
は
該
船
に
命
ず
る

R
其
敵
に 

興
す
る
貨
物
を
引
渡
す
，

m
v
j

を
以
て
す
る
を

#
。

但
し
指
拇
官
は
該
，船
長
：が
貨
物
を
目
的

地
に

a
遂
す
る
，こ

g

に
依
て

#:
々
.
か
な
し
一
切
の
運
貨
を
支

#
.ふ
こ
と
を
要
す

…
…

：
若 

し
船
長
に
し
て

^
船

«•
の
敵
國
貨
物
を
指
揮
官
の
命
じ
た
る
安
全
の
地
に
運
送
す

る
こ
ビ 

を
招
絕
し
た
る
ど
き

.ば
：指
揮
官
は

「

其
船
內
の
人
命
の
安
全
を
保
し
た
る
上
、該
中
立
船
を
擊 

ぐ
:
沈
す
る
之
ヒ
を
得

.ベ

.

.し：
•
•；
；
但
し
載
貨
の
全
部
又
は
其
大
部
#
が
敬
に
爾
す
る
場
合
に

::;
:

限
，る

'0
:

.
'

:
:
.
:

へ
^
 

^
.
.
.
.
.
.
.
.

.

然
ら
ば
右
に
記
す
る
が
如
き
憤
例
を
認
め
た
る
國
際
條
約
が
當
時
存
.在
し
た
る
貴
列
ち
り 

や
：名

云

ふ

にm
u
t
e
f
b
l
e

の
餅
究
に
據
れ
ば
南
歐
の
海

.上
諸
國
‘間

.

は
中
世
を
通
じ
て
一
も
此 

0

0

«
約

を

：發

見

：す
る

乙

ぐ
し
な
&

.

に
■

反
し

牝
歐
の

f
i

國
間
に
は
條
約

'中
に

"
右
''
の

原

則

を

認

め
 

た

る

實

例

に

乏

し.か
ら
，.ず

ど

云

へ
‘り
。

彼
'は

此
W

W
を

：說
.明

し

て
'地

^:
海

沿

岸

の

住

民

は

昔
 

ょ
ぅ
共
通
の
法
規
即
：

ち
羅
馬

法
に
®

れ

穴

る
を

以
て
特
に
條
約
を

作
.

るザ

」

と
を
^

せ'ず

し

て 

:

此
：腐
則
：を

*

行

し

た

、
る
に
，對

し.大
：
西

洋

.及
びへ
北
海
蹲
岸
の
人
民
は
此
共
通
の
耍
素
を
缺
ぐ
を 

以
て
，他

：：

國

の

憤
例
を
採
，

用
：し
'

條
約

に
-

依
て
之
を
跺

認
す

る
に

至
.り
た
る

.

.

も

の

な

，̂

と

解

し

た

り
。

(

1
0

) 

ノ 

 ̂
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第十
3
卷

(

七三四

)

論
’

說：
中立船內，の

.敵

.貸
>
*敵船內の

5-

立货
' 

笫
六
雜
七

0 

consolato 

del m
a
r
e

の

原

則

，を

採

用

し€.
中
立
船
内
の
敵
國
貨
物
を
沒
收
す
る
こ

W

を
認
め 

た
る
最
初
の
條

•、約
は
一

.四

0

六
年
、英
國
王
ど

w
o
u
r
g
o
g
s

 (
B
u
r
g
u
n
d
y
)
s

と
の
間
に
締
結
せ
ら
れ 

た
る
も

/
の
に
し
て
後

’屢

々

，改
；
訂

せ

ら

れ

た

る

中

に

就

'&

一

 

四
.
一
七
年

*
一
六
^
及
び
七
八
年
の 

條
約

.

.は
特
に
著
名
な
り
。
即
ち
該
條
約
に
據
れ
ば
敵
國
貨
物
は
.沒
收
せ
ら

る

可
S

も
の
.に
し 

て
中
：立

®

長
は
其

*

內
に
此

W

の
貨
物
を
搭
載
す
る
と
き
は
其
：事
實
欠
軍
艦
に
報
ず
可
き
も 

0

ぐ
せ
ら
れ
た

>
9
 

0

一
 

四
六

.〇
年
英
國
：は

'又,

ゼ
ノ
ア

ゴ

同
様

-の
條
約
を

‘結
び
た
り
。
是
れ
英 

國
が

1

八
五

M
T

年
ク
リ
ミ

>
®:
爭

0

:當
時
ま
で
，

1

食

「

中
立
船
內
の
敵

國

貨
物
に
就
て

consolato 

del m
a
r
e

の
認

o

る
原
則
は
大
耍
斯
の
如
く
な

6 

マ
し
し
て
然
ら
ば
敵
船
內
の

,t
立
货
物
に
就
て
同
書

0.
.BB
す
る
所
は
如
何
ぐ
し
云
ん
に
其
第

:n
w 

七
十
四
節
は
中
世
に
：於
：け
る
南

.歐
餓
國
民
の
慣
例
を
規
定
し
た
ぅ
。
即
ち
其
規
足
に
據
れ
は 

該
中

.立
貨
物
は
之

.を
其
持
ま
，

'じ
還

#「

す
可
き
：も
の

>

爲

3

る
'
'
に
止
金
ら
す
若
し
其
搭
载
す 

る
：中

立

货

物

の

最

敵

國
货

..物
に
比
し
て

*

し
く
：多

&

ビ
.
き

は
其
貨
主
は
該
敵
船
及
び
該
敵 

國
貨
物
を
赠

a

y
ra
a-
R
之
を
囘
航
す

「

る
こ
と
を

■認
め
ら
れ
た

h
-
o其
*.
5:
左
の
如
し
。
 

敵
に
，風
す
る
船
舶
，が
中
立
國
，に
.属
す
る
貨
物

を

搭
載
し
た
る

V
V&
其
貨
物
の
圣
部

も

し

く

、
は
一
部
を
所
有
，す
る
货

_

は
，軍
艦

指
：.

揮
官

©(

許
諾
を

#

て
，相
.當

の

代

價

を

拂

ひ

て

該

船

を
 

”
.赌

得

す

る

こ

匕

：を

得

；
ベ

,:
;
し

V 

:

:然
れ
ど
も
若
し
貨
主
に
し
て
指
揮
官
の
：指
定
•す
る
代
價 

に
；て
之
を

W

得
す
る
乙
と
を
肯
せ
ざ
る
と
き
は
指
禪
官
は
之
に
拿
挪
兵
員
を
乘
組
ま
し
め 

該
船
を
武

I裝
せ
じ

0

る

<1
'
ビ
を
得
る

«

に
：囘
航
せ
し
む
可
し
。
貨
主
ば
之
に
對
し
貨
物
が 

-

目
的
地
に
運
送
せ
ら
れ
た
る
ビ
调
樣
に
運
賃
を
支
拂
ふ
の
義
務
ぁ

•，り
。：

是

rl
中
立
船
內
の
敵
國
貨
物
に
對
，す
る
も
の
と
全
く
反
對
な
る
取
扱

a

を
爲
す
も
の
ミ
云 

ふ
可
し
。

然

れ
ど

^

rlohsolato 

del 

m
a
r
e

が

中
立
船
內
の
敵
國
貨
物
及
び
敵
船
內
の
中
立
货
物 

に

對
す
る
交
戦
國
補
獲
權
の
有
無
を

定
め
だ
る
に
は
自
ら

-
定

の
主
義
ぁ
る

を
認

め

ざ
る
可 

か「

ら
：ず。

;-
.即
ち
典
货

_

の
敵
性
：を
有
す
る
や
贈
た

.中
立
性
.を
有
す
る
や
に
依
て
補
獲
權
の
有 

無
を

定

め
た
る
も
の
に
し
て
該
«
物
を
搭
載
す
る
船
舶
が
敵
性
を
有
す

る

や
將
た
中
立
性

?: 

有
す

^

や
は
之
を
問
は

W

る
も
の
な

A
。
即
ち
中
立
船
內
の
敵
國
貨
物
は
敵
性
を
有
す
る
を 

以V

傘

捕

沒

收

：せら
る

>

に
反
し
敵
船
內
，

の

中
立
貨
物
は
中
立
性
を
有
す

る
が

故
に
捕
獲
を 

免
せ
ら
る
、
も
の

.な

.り
。

而
し
：V

貨
物
の
國
性
は
其
所
有
潘
の
敵
性
を
有
す
る
や
將
た
中
立 

性
を
有
す
る
や
に
依

て
定
め
ら
る
、

も
の

な
る

が
故
に

結
局

consolato 

del 

m
a
r
e

の
主

_

は
.

欹
十
三
溜

(

七
ー
ー
ー
玉

〕

論

胧

中

立

船

内

の

敵

質

と

敵

船

內

の

中

立

货
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第

六

號

七

二

貴
物
所
有
者
の
國
性
の
如
何
ー
に
依
で
補
獲
權
の
有
無
を
定
む
る
名
の
に
外
な

&
 

t

故
に
余 

.は
此
主
義
を
略
稱
し
セ
貨
主
々

«

S
は
ん
と
欲
す

Q

:.
:
:果
：し
て
然

6

ぼ
中
世
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